
 議案第７号 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２５年２月１４日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 墨田区手数料条例（平成１２年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表 １区民関係の部２１の項を同部２４の項とし、同部２０の項中「１９の項」

を「２２の項」に改め、同項を同部２３の項とし、同部１９の項を同部２２の項とし、

同部１８の項を同部２１の項とし、同部１７の項中「１８の項から２１の項まで」を

「２１の項から２４の項まで」に改め、同項を同部２０の項とし、同部１６の項を同

部１９の項とし、同部１５の２の項を同部１６の項とし、同項の次に次のように加え

る。 

 

１７ 

社会福祉法人の理事長の

職務代理に係る理事に関

する証明書の交付 

社会福祉法人に係る

理事証明書交付手数

料 

１件につき ４００円 

 

 

交付申請

のとき。 

 

１８ 

社会福祉法人に係る税額

控除対象法人に関する証

明書の交付 

社会福祉法人に係る

税額控除対象証明書

交付手数料 

１件につき ４００円 

 

 

交付申請

のとき。 

 

 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部中７２の項を７６の項とし、６６の項から

７１の項までを４項ずつ繰り下げ、６５の項の次に次のように加える。 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成２４年

法律第８４号）第５４条

第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の

認定の申請であって、当

該申請に併せて区長が指

定する者（以下「適合性

適合証が提出された

場合における低炭素

建築物新築等計画認

定申請手数料 

１件につき、次に掲げる

額。ただし、当該申請に

併せて都市の低炭素化の

促進に関する法律第５４

条第２項の規定に基づく

申出があった場合におい

ては、一の建築物につき

１の項の規定により算定

認定申請

のとき。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認機関」という。）が

作成した同項各号に掲げ

る基準に適合しているこ

とを示す書類（以下「適

合証」という。）が提出

されたものに対する審査 

した手数料の額を加えた

額とする。 

 ⑴ 一戸建ての住宅（人

の居住以外の用に供

する部分を有しない

ものに限る。以下同

じ。）に係る申請 

  ４，７００円 

 ⑵ 共同住宅等（共同

住宅、長屋その他一

戸建ての住宅以外の

住宅をいう。以下同

じ。）で、住戸ごと

に係る申請 次に掲

げる一の共同住宅等

のうち同時に申請す

る戸数に応じた額。

ただし、⑶の申請と

同時に行う場合は、

徴収しない。 

  ア １戸のもの ４，

７００円 

  イ ２戸以上５戸以

下のもの ９，４

００円 

  ウ ６戸以上１０戸

以下のもの １６，

０００円 

  エ １１戸以上２５

戸以下のもの ２

７，０００円 

  オ ２６戸以上５０

戸以下のもの ４

５，０００円 

  カ ５１戸以上１０

０戸以下のもの 

８２，０００円 

  キ １０１戸以上２

００戸以下のもの 

    １３１，０００

円 

  ク ２０１戸以上３

００戸以下のもの 

    １７０，０００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

  ケ ３０１戸以上の

もの １８５，０

００円 

 ⑶ 共同住宅等で、一

の建築物に係る申請 

   次のアからウまで

に掲げる部分に応じ、

アに掲げる建築物の

住戸の部分の総戸数

に応じた額、イに掲

げる部分の床面積の

合計に応じた額及び

ウに掲げる部分の床

面積の合計に応じた

額を合計した額。た

だし、イ又はウに掲

げる部分が存在しな

い場合は、当該部分

に係る額は加算しな

い。 

  ア 住戸の部分（人

の居住の用に供す

る部分に限る。以

下同じ。） 

   (ア) １戸のもの 

    ４，７００円 

   (イ) ２戸以上５戸

以下のもの ９，

４００円 

   (ウ) ６戸以上１０

戸以下のもの 

１６，０００円 

   (エ) １１戸以上２

５戸以下のもの 

     ２７，０００

円 

   (オ) ２６戸以上５

０戸以下のもの 

     ４５，０００

円 

   (カ) ５１戸以上１

００戸以下のも

の ８２，００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６ 

０円 

   (キ) １０１戸以上

２００戸以下の

もの １３１，

０００円 

   (ク) ２０１戸以上

３００戸以下の

もの １７０，

０００円 

   (ケ) ３０１戸以上

のもの １８５，

０００円 

  イ 共用廊下等の部

分（住宅の用に供

する共用廊下、共

用階段その他共用

部分をいう。以下

同じ。） 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の ９，３００

円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの ２６，０

００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ８０，

０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの １

２６，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ル以内のもの 

    １６０，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ２

００，０００円 

  ウ 非住宅の部分(住

戸の部分及び共同

廊下等の部分以外

の部分をいう。以

下同じ。） 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の ９，３００

円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの ２６，０

００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ８０，

０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの １

２６，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

    １６０，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



００，０００円 

 ⑷ 一戸建ての住宅及

び共同住宅等以外の

建築物に係る申請 

次に掲げる当該建築

物の延べ面積に応じ

た額 

  ア ３００平方メー

トル以内のもの 

９，３００円 

  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの ２

６，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ 

ートル以内のもの 

 ８０，０００円 

  エ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １２６，００

０円 

  オ １０，０００平

方メートルを超え、

２５，０００平方

メートル以内のも

の １６０，００

０円 

  カ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ２００，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第１

項の規定に基づく低炭素

建築物新築等計画の認定

の申請であって、当該申

請に併せて適合性確認機

関が作成した適合証が提

出された場合以外のもの

適合証が提出された

場合以外の場合にお

ける低炭素建築物新

築等計画認定申請手

数料 

１件につき、次に掲げる

額。ただし、当該申請に

併せて都市の低炭素化の

促進に関する法律第５４

条第２項の規定に基づく

申出があった場合におい

ては、一の建築物につき

１の項の規定により算定

認定申請

のとき。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対する審査 した手数料の額を加えた

額とする。 

 ⑴ 一戸建ての住宅に

係る申請 ３５，０

００円 

 ⑵ 共同住宅等で、住

戸ごとに係る申請 

次に掲げる一の共同

住宅等のうち同時に

申請する戸数に応じ

た額。ただし、⑶の

申請と同時に行う場

合は、徴収しない。 

  ア １戸のもの ３

５，０００円 

  イ ２戸以上５戸以

下のもの ６９，

０００円 

  ウ ６戸以上１０戸

以下のもの ９７，

０００円 

  エ １１戸以上２５

戸以下のもの １

３７，０００円 

  オ ２６戸以上５０

戸以下のもの １

９７，０００円 

  カ ５１戸以上１０

０戸以下のもの 

２８３，０００円 

  キ １０１戸以上２

００戸以下のもの 

    ３８５，０００

円 

  ク ２０１戸以上３

００戸以下のもの 

    ５０８，０００

円 

  ケ ３０１戸以上の

もの ６００，０

００円 

 ⑶ 共同住宅等で、一

の建築物に係る申請 

   次のアからウまで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に掲げる部分に応じ、

アに掲げる建築物の

住戸の部分の総戸数

に応じた額、イに掲

げる部分の床面積の

合計に応じた額及び

ウに掲げる部分の床

面積の合計に応じた

額を合計した額。た

だし、イ又はウに掲

げる部分が存在しな

い場合は、当該部分

に係る額は加算しな

い。 

  ア 住戸の部分 

   (ア) １戸のもの 

    ３５，０００円 

   (イ) ２戸以上５戸

以下のもの ６

９，０００円 

   (ウ) ６戸以上１０

戸以下のもの 

９７，０００円 

   (エ) １１戸以上２

５戸以下のもの 

     １３７，００

０円 

   (オ) ２６戸以上５

０戸以下のもの 

     １９７，００

０円 

   (カ) ５１戸以上１

００戸以下のも

の ２８３，０

００円 

   (キ) １０１戸以上

２００戸以下の

もの ３８５，

０００円 

   (ク) ２０１戸以上

３００戸以下の

もの ５０８，

０００円 

   (ケ) ３０１戸以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

６７ 

のもの ６００，

０００円 

  イ 共用廊下等の部

分 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の １０９，０

００円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの １８０，

０００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ２８

０，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ３

５９，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの  

４２９，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ５

００，０００円 

  ウ 非住宅の部分 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の ２４２，０

００円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２，０００平方

メートル以内の

もの ３８４，

０００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ５４

６，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ６

７０，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

    ７８９，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ９

００，０００円 

 ⑷ 一戸建ての住宅及

び共同住宅等以外の

建築物に係る申請 

次に掲げる当該建築

物の延べ面積に応じ

た額 

  ア ３００平方メー

トル以内のもの 

２４２，０００円 

  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの ３

８４，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ートル以内のもの 

    ５４６，０００

円 

  エ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ６７０，００

０円 

  オ １０，０００平

方メートルを超え、

２５，０００平方

メートル以内のも

の ７８９，００

０円 

  カ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ９００，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に

関する法律第５５条第１

項の規定に基づく低炭素

建築物新築等計画の変更

の認定の申請であって、

当該申請に併せて適合性

確認機関が作成した適合

証が提出されたものに対

する審査 

適合証が提出された

場合における低炭素

建築物新築等計画変

更認定申請手数料 

１件につき、次に掲げる

額。ただし、当該申請に

併せて都市の低炭素化の

促進に関する法律第５４

条第２項の規定に基づく

申出があった場合におい

ては、一の建築物につき

１の項の規定により算定

した手数料の額を加えた

額とする。 

 ⑴ 一戸建ての住宅に

係る申請 ３，３０

０円 

 ⑵ 共同住宅等で、住

戸ごとに係る申請 

次に掲げる一の共同

住宅等のうち同時に

申請する戸数に応じ

た額。ただし、⑶の

申請と同時に行う場

合は、徴収しない。 

  ア １戸のもの ３，

３００円 

  イ ２戸以上５戸以

下のもの ６，６

変更認定

申請のと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００円 

  ウ ６戸以上１０戸

以下のもの １１，

０００円 

  エ １１戸以上２５

戸以下のもの １

９，０００円 

  オ ２６戸以上５０

戸以下のもの ３

２，０００円 

  カ ５１戸以上１０

０戸以下のもの 

５８，０００円 

  キ １０１戸以上２

００戸以下のもの 

    ９３，０００円 

  ク ２０１戸以上３

００戸以下のもの 

    １２２，０００

円 

  ケ ３０１戸以上の

もの １３４，０

００円 

 ⑶ 共同住宅等で、一

の建築物に係る申請 

   次のアからウまで

に掲げる部分に応じ、

アに掲げる建築物の

住戸の部分の総戸数

に応じた額、イに掲

げる部分の床面積の

合計に応じた額及び

ウに掲げる部分の床

面積の合計に応じた

額を合計した額。た

だし、イ又はウに掲

げる部分が存在しな

い場合は、当該部分

に係る額は加算しな

い。 

  ア 住戸の部分 

   (ア) １戸のもの 

    ３，３００円 

   (イ) ２戸以上５戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６８ 

以下のもの ６，

６００円 

   (ウ) ６戸以上１０

戸以下のもの 

１１，０００円 

   (エ) １１戸以上２

５戸以下のもの 

     １９，０００

円 

   (オ) ２６戸以上５

０戸以下のもの 

     ３２，０００

円 

   (カ) ５１戸以上１

００戸以下のも

の ５８，００

０円 

   (キ) １０１戸以上

２００戸以下の

もの ９３，０

００円 

   (ク) ２０１戸以上

３００戸以下の

もの １２２，

０００円 

   (ケ) ３０１戸以上

のもの １３４，

０００円 

  イ 共用廊下等の部

分 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の ６，５００

円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの １８，０

００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内のもの ５６，

０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ８

８，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

    １１２，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの １

４０，０００円 

  ウ 非住宅の部分 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の ６，５００

円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの １８，０

００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ５６，

０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ８

８，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

    １１２，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの １

４０，０００円 

 ⑷ 一戸建ての住宅及

び共同住宅等以外の

建築物に係る申請 

次に掲げる当該建築

物の延べ面積に応じ

た額 

  ア ３００平方メー

トル以内のもの 

６，５００円 

  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの １

８，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ 

ートル以内のもの 

 ５６，０００円 

  エ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ８８，０００

円 

  オ １０，０００平

方メートルを超え、

２５，０００平方

メートル以内のも

の １１２，００

０円 

  カ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの １４０，

０００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の低炭素化の促進に

関する法律第５５条第１

項の規定に基づく低炭素

建築物新築等計画の変更

の認定の申請であって、

当該申請に併せて適合性

確認機関が作成した適合

証が提出された場合以外

のものに対する審査 

適合証が提出された

場合以外の場合にお

ける低炭素建築物新

築等計画変更認定申

請手数料 

１件につき、次に掲げる

額。ただし、当該申請に

併せて都市の低炭素化の

促進に関する法律第５４

条第２項の規定に基づく

申出があった場合におい

ては、一の建築物につき

１の項の規定により算定

した手数料の額を加えた

額とする。 

 ⑴ 一戸建ての住宅に

係る申請 １８，０

００円 

 ⑵ 共同住宅等で、住

戸ごとに係る申請 

次に掲げる一の共同

住宅等のうち同時に

申請する戸数に応じ

た額。ただし、⑶の

申請と同時に行う場

合は、徴収しない。 

  ア １戸のもの １

８，０００円 

  イ ２戸以上５戸以

下のもの ３７，

０００円 

  ウ ６戸以上１０戸

以下のもの ５２，

０００円 

  エ １１戸以上２５

戸以下のもの ７

４，０００円 

  オ ２６戸以上５０

戸以下のもの １

０８，０００円 

  カ ５１戸以上１０

０戸以下のもの 

１５９，０００円 

  キ １０１戸以上２

００戸以下のもの 

    ２２１，０００

円 

  ク ２０１戸以上３

００戸以下のもの 

変更認定

申請のと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２９１，０００

円 

  ケ ３０１戸以上の

もの ３４２，０

００円 

 ⑶ 共同住宅等で、一

の建築物に係る申請 

   次のアからウまで

に掲げる部分に応じ、

アに掲げる建築物の

住戸の部分の総戸数

に応じた額、イに掲

げる部分の床面積の

合計に応じた額及び

ウに掲げる部分の床

面積の合計に応じた

額を合計した額。た

だし、イ又はウに掲

げる部分が存在しな

い場合は、当該部分

に係る額は加算しな

い。 

  ア 住戸の部分 

   (ア) １戸のもの 

    １８，０００円 

   (イ) ２戸以上５戸

以下のもの ３

７，０００円 

   (ウ) ６戸以上１０

戸以下のもの 

５２，０００円 

   (エ) １１戸以上２

５戸以下のもの 

     ７４，０００

円 

   (オ) ２６戸以上５

０戸以下のもの 

     １０８，００

０円 

   (カ) ５１戸以上１

００戸以下のも

の １５９，０

００円 

   (キ) １０１戸以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６９ 

２００戸以下の

もの ２２１，

０００円 

   (ク) ２０１戸以上

３００戸以下の

もの ２９１，

０００円 

   (ケ) ３０１戸以上

のもの ３４２，

０００円 

  イ 共用廊下等の部

分 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の ５７，００

０円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの ９６，０

００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの １５

６，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ２

０５，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

    ２４７，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９０，０００円 

  ウ 非住宅の部分 

   (ア) ３００平方メ 

    ートル以内のも

の １２３，０

００円 

   (イ) ３００平方メ 

ートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの １９８，

０００円 

   (ウ) ２，０００平

方メートルを超

え、５，０００

平方メートル以

内のもの ２９

０，０００円 

   (エ) ５，０００平

方メートルを超

え、１０，００

０平方メートル

以内のもの ３

６１，０００円 

   (オ) １０，０００

平方メートルを

超え、２５，０

００平方メート

ル以内のもの 

    ４２７，０００

円 

   (カ) ２５，０００

平方メートルを

超えるもの ４

９１，０００円 

 ⑷ 一戸建ての住宅及

び共同住宅等以外の

建築物に係る申請 

次に掲げる当該建築

物の延べ面積に応じ

た額 

  ア ３００平方メー

トル以内のもの 

１２３，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  イ ３００平方メー

トルを超え、２，

０００平方メート

ル以内のもの １

９８，０００円 

  ウ ２，０００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ 

ートル以内のもの 

 ２９０，０００

円 

  エ ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ３６１，００

０円 

  オ １０，０００平

方メートルを超え、

２５，０００平方

メートル以内のも

の ４２７，００

０円 

  カ ２５，０００平

方メートルを超え

るもの ４９１，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   付 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 社会福祉法人の認可等に係る事務及び低炭素建築物新築等計画の認定事務を区が行

うことに伴い、社会福祉法人に係る理事及び税額控除対象法人の証明事務並びに低炭

素建築物新築等計画の認定事務に係る手数料を定める必要がある。 


